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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第50期

第２四半期連結
累計期間

第50期
第２四半期連結
会計期間

第49期

会計期間
自平成20年９月１日
至平成21年２月28日

自平成20年12月１日
至平成21年２月28日

自平成19年９月１日
至平成20年８月31日

売上高（千円） 4,507,608 2,232,382 8,790,517

経常利益（千円） 1,620,366 756,034 3,509,801

四半期（当期）純利益（千円） 977,764 455,499 2,160,788

純資産額（千円） － 14,555,910 14,281,143

総資産額（千円） － 16,257,818 16,073,282

１株当たり純資産額（円） － 2,528.91 2,466.04

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
169.32 79.09 371.38

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
168.18 78.57 368.26

自己資本比率（％） － 89.53 88.9

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
1,314,439 － 2,576,500

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△14,643 － △1,718,664

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△397,297 － △1,093,317

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ 3,873,083 2,996,039

従業員数（人） － 1,541 1,363

　（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　　２．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

　

EDINET提出書類

マニー株式会社(E02340)

四半期報告書

 2/28



２【事業の内容】

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

３【関係会社の状況】

　当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成21年２月28日現在

従業員数（人） 1,541 (321)

　（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（人材会社からの派遣社員を含む）は、当第２四半期連結会計期間の平

均人員を（　）外数で記載しております。

(2）提出会社の状況

　 平成21年２月28日現在

従業員数（人） 290 (185)

　（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（人材会社からの派遣社員を含む）は、当第２四半期会計期間の平均人

員を（　）外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1)生産実績

　当社グループは単一事業を営んでいるため、事業の種類別セグメント情報に代えて、製品群別生産実績を記載して

おります。

　当第２四半期連結会計期間の製品群別生産実績は次のとおりであります。

製品群
当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年２月28日）

サージカル関連製品（千円） 886,533

アイレス針関連製品（千円） 774,129

デンタル関連製品（千円） 884,252

合計（千円） 2,544,915

　（注）１．金額は販売価格により、かつ消費税等は含まれておりません。　　

２．サージカル関連製品…医科用縫合製品、眼科製品を主としております。 

アイレス針関連製品…医科用縫合糸メーカー向けのアイレス縫合針を主としております。

デンタル関連製品…歯科用根管治療器具、歯科用回転切削器具及び周辺機器を主としております。

(2)受注状況

　当社グループは見込み生産を行っているため、該当事項はありません。　

(3)販売実績

当社グループは単一事業を営んでいるため、事業の種類別セグメント情報に代えて、製品群別販売実績を記載し

ております。

　当第２四半期連結会計期間の製品群別販売実績は次のとおりであります。

製品群
当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年２月28日）

サージカル関連製品（千円） 621,580

アイレス針関連製品（千円） 795,439

デンタル関連製品（千円） 815,362

合計（千円） 2,232,382

　（注）１．サージカル関連製品、アイレス針関連製品及びデンタル関連製品については、上記(1)注２のとおりです。

２．当第２四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

は次のとおりであります。

相手先

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年２月28日）

金額（千円） 割合（％）

アルフレッサファーマ㈱ 366,018 16.4

B.BRAUN SURGICAL,S.

A.
242,390 10.9

３．上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態及び経営成績の分析】

　文中の将来に関する事項は、当第２四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断

したものであります。

(1)業績

　当第２四半期連結会計期間における医療機器業界は、平成20年4月に行われた診療報酬改定に伴うコスト意識の高

まりに加え、米国サブプライムローン問題に端を発した世界金融不安、世界各国の医療費抑制政策及びグローバルレ

ベルでの競争激化による価格下落、改正薬事法施行に伴う医療機器に対する安全対策強化による高コスト化、新製品

許認可取得期間の長期化など、市場環境は依然として厳しい状況で推移しております。

　このような環境下、当社グループにおきましては、従来顧客への拡販と新規顧客開拓に努めたものの、急激な円高に

伴う出荷の延期ならびに一部顧客の信用悪化に伴う貿易保険の解除等の影響により、売上高は2,232百万円にとどま

りました。サージカル関連製品の売上高は、眼科製品の輸出が低調に推移し621百万円となりましたが、アイレス針関

連製品の売上高は心臓血管針の受注が好調に推移し795百万円、デンタル関連製品の売上高は、リーマ・ファイルが

堅調に推移し815百万円となりました。

　一方、生産面について、海外工場におきましては、第１の海外生産拠点(ベトナム)MANI-MEINFA CO.,LTD.

(MANI HANOI CO.,LTD.100%出資)はさらなる将来の効率化と品質向上を目指して、工程の見直し(移管)作業に努め、

第２の海外生産拠点(ミャンマー)MANI YANGON LTD.(MANI HANOI CO.,LTD.100%出資)については、引き続き生産

性向上に努めてまいりました。また、第３の海外生産拠点(ベトナム)MANI HANOI CO.,LTD.(当社100%出資）におき

ましては、国内生産工程の移転と生産規模の拡大、及び品質向上と原価低減を実現するために、第４期工場の建設を

開始するとともに、MANI-MEINFA CO.,LTD.との統合準備作業を進めてまいりました。さらに、第４の海外生産拠点

（ラオス）MANI VIENTIANE CO.,LTD.(MANI HANOI CO.,LTD.100％出資)につきましても、工場建設に向けて準備

を進めてまいりました。

　国内工場におきましては、前期清原工場の増築及び改修が完了したことに伴い、販売及び開発業務の強化ならびに

効率化に努めてまいりました。さらに従来品増産のための設備投資に加え、経費節減、新製品開発に力を入れてまい

りました。当第２四半期連結会計期間中に新製品として「新コーティング針」（アイレス針関連製品）を発売いた

しました。

　これらの結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は2,232百万円、平成20年度税制改正に伴う償却期間の短縮化

（製造設備：12年→7年）の影響により特に製造設備の減価償却費が増加し、営業利益は751百万円、経常利益は756

百万円、四半期純利益は455百万円となりました。

所在地別セグメントの業績を示すと以下のとおりであります。

①日本

　新規顧客開拓と海外への拡販などにより売上高は2,232百万円となりました。一方、利益につきましては、生産の海

外化に伴う設備投資の増加に加えて、平成20年度税制改正に伴う償却期間の短縮化（製造設備：12年→７年）の影

響により減価償却費が増加したこともあり、営業利益は738百万円となりました。

②アジア

　MANI-MEINFA CO.,LTD.（ベトナム）、MANI YANGON LTD.（ミャンマー）及びMANI HANOI CO.,LTD.（ベトナ

ム）による売上数量の増加による増収により、アジア全体の売上高は136百万円となりました。一方、利益につきまし

ては、MANI HANOI CO.,LTD.工場増設等に伴う減価償却費及び増産準備や人件費の増加などもあり、アジア全体の

営業利益は15百万円となりました。

(2)キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、第１四半期連結会計期間

末に比べ935百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末には3,873百万円となりました。

　当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
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（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、765百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益726百万円の計上

によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果得られた資金は、345百万円となりました。これは主に投資有価証券の売却及び償還による収入が

500百万円及び有価証券の売却及び償還による収入が100百万円であった一方、有形固定資産の取得による支出が248

百万円であったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は、155百万円となりました。これは主に自己株式の取得による支出が152百万円で

あったことによるものであります。

(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社法

施行規則第127条各号に掲げる事項）は次のとおりであります。

①基本方針の内容

　当社は医療機器メーカーとしての相応の事業規模を有するにいたっており、その事業範囲も手術用縫合針、歯科医

療機器、各種手術機器と比較的広い範囲に及び、また、海外での生産を拡大し、輸出比率も65％超となる等、グローバ

ルな業務の展開を行っております。製品の高い品質を通じたエンドユーザーである医師との長期的かつ永続的な信

頼関係の維持こそがこうしたオペレーションを支える原点であるだけに、必然的に長期的、グローバルな視野に

立った経営が不可欠となります。

　したがって、当社株式買付の提案を受けた場合に、その買付が近視眼的な視野に立っていないか等、当社の企業価

値・株主共同の利益に及ぼす影響を適切に判断するためには、買付者の提案する事業計画の実現可能性・適法性、

当社の有形無形の経営資源、ステークホルダーに与える影響とそれが企業価値に及ぼす影響、将来を見据えた施策

の潜在的効果、各事業分野の有機的結合により実現され得るシナジー効果、当社の実情等につき十分に把握する必

要があると考えています。

　勿論、当社は、当社支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主の皆様の意思に基づい

て行われるべきものと考えており、株式の大規模買付であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するもの

であれば、これを否定するものではありません。

　当社取締役会は、上記に鑑みて、当社の企業価値・株主共同の利益の確保、向上に資さない当社株式の大量取得行

為や買付提案を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えています。

　また、当社の株主構成は現経営陣による安定的な状況となっているものの、当社役員等の発行済株式に占める保有

割合は、上場直後の平成14年８月末現在の60.6%から、この６年間で約30%低下しています。中長期的な事業領域の拡

大に結びつく新規事業への投資等に伴い、資本市場における資金調達もひとつの選択肢として考えられ、今後他社

と業務資本提携を行う等の事由で株主構成が変化する可能性も否定はできません。役員の異動や大株主である役員

等が各々の事情に基づき株式の譲渡その他の処分をすることによって、現在の安定的な株主構成を維持できない事

態も起こり得るものと考えています。

　こうした事情に鑑み、当社取締役会は、当社株式に対する不適切な買付により企業価値・株主共同の利益が毀損さ

れることを防止するためには、対応策として買収防衛策の導入が必要であると判断いたしました。

②不適切な支配の防止のための取組み

　当社は、上述の基本的考え方につき株主の皆様のご承認をいただき、平成19年11月開催の定時株主総会において、

当社株式の大規模買付行為への対応方針(以下「本対応策」といいます。)　を導入しました。

　本対応策は、当社株式の大規模買付行為が行われる場合の手続を明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために

必要かつ十分な情報と時間を確保するとともに、買付者との交渉の機会を確保することにより、当社の企業価値・

株主共同の利益を確保し、向上させることを目的としています。
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　具体的には、当社の発行済株式総数の20％以上となる株式の買付又は公開買付を実施しようとする買付者には、必

要な情報を事前に当社取締役会に提出していただきます。一方、当社取締役会は独立性の高い３名以上の社外取締

役のみで構成する特別委員会を設置し、特別委員会は外部専門家等の助言を独自に得たうえ、買付内容の検討、株主

の皆様への情報開示と代表執行役の提示した代替案の開示、買付者との交渉等を行います。買付者が本対応策の手

続を順守しない場合や、当社の企業価値・株主共同の利益を侵害する買付であると特別委員会が判断した場合は、

対抗措置の発動（買付者等による権利行使は認められないとの行使条件を付した新株予約権の無償割当ての実

施）を取締役会に勧告し、その勧告を受けた取締役会は、対抗措置発動についての承認を議案とする株主総会を開

催し株主の皆様の意思を確認することにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保します。

　なお、本対応策の詳細は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttp://www.mani.co.jp/）の平成19年10月

5日付発表分に掲載しております。

③不適切な支配の防止のための取組みについての取締役会の判断

　当社取締役会は、以下の理由から、本対応策が基本方針に沿い、当社の企業価値・株主共同の利益を損なうもので

はなく、かつ、当社経営陣の地位の維持を目的とするものではないと判断しています。

ア．株主意思の反映

　本対応策は、その基本的考え方については、平成19年11月開催の定時株主総会における株主の皆様のご承認の下に

導入しております。また大規模買付行為を受け入れるか否かは最終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべき

という方針で貫かれており、特別委員会により対抗措置を発動すべきとの勧告が取締役会に出された場合にも、同

様にその勧告により株主総会が招集され、株主の皆様の決議によりはじめて発動が可能となります。

イ．独立性の高い社外者の判断と情報開示

　当社は委員会設置会社であり、当社の執行役を監督する立場にある３名以上の独立性の高い社外取締役のみから

なる特別委員会を構成することにより、当社の業務を執行する経営陣の恣意的判断を排し、その客観性、合理性を担

保すると同時に、特別委員会は当社の実情を把握し当社の企業価値を構成する要素を十分に把握した上で、買付が

当社の企業価値・株主共同の利益に及ぼす影響を適切に判断できると考えています。

　さらに、特別委員会の判断の透明性を高めるため、大規模買付者から提出された大規模買付意向表明書の概要、大

規模買付者の買付内容に対する当社代表執行役の意見、代替案の概要、その他特別委員会が適切と判断する事項に

ついて、原則として株主の皆様に対しすみやかに情報開示を行います。

ウ．本対応策発動のための合理的な客観的要件の設定

　本対応策は、あらかじめ定められた合理的な客観的要件が充足されなければ発動の勧告がなされないように設定

されています。これにより、当社の役員による恣意的な発動を防止します。

エ．第三者専門家の意見の取得

　特別委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサル

タントその他の専門家を含みます。）の助言を得ることができます。これにより、特別委員会による判断の公正さ、

客観性がより強く担保されます。

(4)研究開発活動

　当第２四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、172百万円であります。

　なお、当第２四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要

な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 19,800,000

計 19,800,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年２月28日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年４月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 5,871,700 5,871,700 ジャスダック証券取引所

権利内容に何ら

限定のない当社

における標準と

なる株式

単元株式数

100株

計 5,871,700 5,871,700 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成21年４月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権（ストック・オプ

ション）の権利行使により発行されたものは含まれておりません。

（２）【新株予約権等の状況】

旧商法第280条ノ20及び第280ノ21の規定に基づき発行した新株予約権（ストック・オプション）は、次のとおりで

あります。

　(1)平成15年11月27日開催の定時株主総会決議

 
第２四半期会計期間末現在
（平成21年２月28日）

新株予約権の数（個） 678

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式（単元株式数100株）

新株予約権の目的となる株式の数（株） 67,800

新株予約権の行使時の払込金額（円） 2,364（注）２

新株予約権の行使期間
自　平成17年12月１日

至　平成22年11月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　2,364

資本組入額　1,182

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― 

（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、か

かる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で対象者が行使していない本件新株予約権の目的たる株式の数

についてのみ行われ、調整の結果生じる単元未満の株式については、これを切り捨てるものとする。

 
調整後株式数＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または株式交換もしくは

株式移転を行い完全親会社となる場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
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２．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未満の

端数は切り上げるものとする。

 

調整後払込金額＝ 調整前払込金額 ×
１

 

 分割・併合の比率  

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または株式交換もしくは

株式移転を行い完全親会社となる場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。

３．(1)対象者は、本件新株予約権の行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員(海外出

向社員を含む)であることを要する。但し、対象者である取締役及び監査役が任期満了により退任した場合、

及び従業員(海外出向社員を含む)が定年により退職した場合は行使できる。

(2)対象者の相続人による本件新株予約権の行使は認められないものとする。

(3)対象者は、下記の（4）で定める制限に抵触する場合を除き、一度の手続において付与を受けた本件新株予約

権の全部または一部（当社の１単元の株式数またはその整数倍に限る。）を行使することができる。但し、

対象者が行使できる回数は年間（１月１日から12月31日）２回を上限とする。

(4)対象者は新株予約権の行使によって発行される株式の発行価額の合計額が年間（１月１日から12月31日ま

で）金1,200万円（または、行使時において租税特別措置法上定められた制限）を超えないように、本件新株

予約権を行使しなければならない。

(5)当社が他社の完全子会社となるために株式交換を行う場合または株式移転を行う場合、株式交換の日または

移転の日に先立ち、取締役会決議に基づき、新株予約権の行使を合理的に制限し、かつ、対象者が行使してい

ない新株予約権を失効させることができるものとする。

(6)その他権利行使に関する条件については、対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとす

る。

４．新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

　(2)平成17年11月25日開催の定時株主総会決議

 
第２四半期会計期間末現在
（平成21年２月28日）

新株予約権の数（個） 1,560

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式（単元株式数100株）

新株予約権の目的となる株式の数（株） 156,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 7,019（注）２

新株予約権の行使期間
自　平成19年12月１日

至　平成24年11月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　7,019

資本組入額　3,509

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４

代用払込みに関する事項 ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― 

（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、か

かる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で対象者が行使していない本件新株予約権の目的たる株式の数

についてのみ行われ、調整の結果生じる単元未満の株式については、これを切り捨てるものとする。

 
調整後株式数＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または株式交換もしくは

株式移転を行い完全親会社となる場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。

２．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未満の

端数は切り上げるものとする。
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調整後払込金額＝ 調整前払込金額 ×
１

 

 分割・併合の比率  

また、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により、1株当たりの払込金

額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げるものとする。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１株当たり時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式にかかる自

己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式」に読

み替えるものとする。

　上記のほか、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または株式交換も

しくは株式移転を行い完全親会社となる場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。

３．(1)対象者は、本件新株予約権の行使時において、当社の取締役、執行役または従業員(海外出向社員を含む)であ

ることを要する。但し、対象者である取締役及び執行役が任期満了により退任した場合、及び従業員(海外出

向社員を含む)が定年により退職した場合は行使できる。

(2)対象者の相続人による本件新株予約権の行使は認められないものとする。

(3)対象者は、下記の（4）で定める制限に抵触する場合を除き、一度の手続において付与を受けた本件新株予約

権の全部または一部（当社の１単元の株式数またはその整数倍に限る。）を行使することができる。但し、

対象者が行使できる回数は年間（１月１日から12月31日）２回を上限とする。

(4)対象者は新株予約権の行使によって発行される株式の発行価額の合計額が年間（１月１日から12月31日ま

で）金1,200万円（または、行使時において租税特別措置法上定められた制限）を超えないように、本件新株

予約権を行使しなければならない。

(5)当社が他社の完全子会社となるために株式交換を行う場合または株式移転を行う場合、株式交換の日または

移転の日に先立ち、取締役会決議に基づき、新株予約権の行使を合理的に制限し、かつ、対象者が行使してい

ない新株予約権を失効させることができるものとする。

(6)その他権利行使に関する条件については、対象者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとす

る。

４．新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

　平成20年12月1日～

平成21年2月28日
― 5,871,700 ― 908,592 ― 956,172
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（５）【大株主の状況】

　 平成21年２月28日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

松谷　貫司 栃木県塩谷郡高根沢町 723,400 12.32

マニックス株式会社 栃木県塩谷郡高根沢町中阿久津740 660,000 11.24

松谷　正光 栃木県塩谷郡高根沢町 537,200 9.14

松谷　正明 栃木県宇都宮市 282,400 4.80

ジェイピーエムシービー　オムニ

バス　ユーエス　ペンション　ト

リーティー　ジャスデック　380052

（常任代理人　株式会社みずほ

コーポレート銀行兜町証券決済業

務室）

アメリカ合衆国，ニューヨーク州，パーク

アベニュー，270（東京都中央区日本橋兜

町６－７）

218,700 3.72

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口）
東京都中央区晴海１－８－11 189,800 3.23

ビービーエイチ　フオー　フイデリ

テイー　ロープライス　ストツク　

フアンド（常任代理人　株式会社

三菱東京ＵＦＪ銀行）

アメリカ合衆国，ボストンMA，ウォー

ターストリート, 40（東京都千代田区丸の

内２丁目７－１）

160,000 2.72

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社（信託口）
東京都港区浜松町２丁目11番３号 133,800 2.28

MANI社員持株会 栃木県宇都宮市清原工業団地８番３ 112,100 1.91

日興シティ信託銀行株式会社(投

信口)
東京都品川区東品川２丁目３番14号 110,000 1.87

計 － 3,127,400 53.26

　（注）上記のほか、自己株式が115,896株あります。

　

EDINET提出書類

マニー株式会社(E02340)

四半期報告書

12/28



（６）【議決権の状況】

　

①【発行済株式】

　 平成21年２月28日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － 　　　　　　　　　－ 　　　　　－

議決権制限株式（自己株式等） － 　　　　　　　　　－ 　　　　　－

議決権制限株式（その他） － － 　　　　　－

完全議決権株式（自己株式等）
　　　普通株式

　　　　　　　115,800
　　　　　　　　　－ 単元株式数100株

完全議決権株式（その他）
　　　普通株式

　          5,755,100
57,551 単元株式数100株

単元未満株式
　　　普通株式

　　　　　　　　　800
　　　　　　　　　－

一単元（100株）未満の

株式

発行済株式総数 5,871,700 　　　　　　　　　－ －

総株主の議決権 　　　　　　　　　－ 57,551 －

　

②【自己株式等】

　 平成21年２月28日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

マニー株式会社
栃木県宇都宮市清原工業

団地8番3　
115,800 － 115,800 1.97

計 － 115,800 － 115,800 1.97

　

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
９月

　
10月

　
11月

　
12月

平成21年
１月

　
２月

最高（円） 6,770 6,000 6,100 6,210 6,060 5,800

最低（円） 5,630 4,700 5,050 4,900 5,310 4,850

　（注）　最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、第１四半期連結会計期間（平成20年９月１日から平成20年11月30日まで）から「財務諸表等の用語、様式及び

作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５

号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間（平成20年12月１日から平

成21年２月28日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年９月１日から平成21年２月28日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年２月28日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,178,578 2,302,953

受取手形及び売掛金 ※3
 1,377,144

※3
 1,356,222

有価証券 797,496 893,056

製品 689,298 559,872

仕掛品 1,027,209 1,013,632

原材料及び貯蔵品 414,486 347,294

繰延税金資産 171,280 168,825

その他 132,903 208,752

貸倒引当金 △2,104 △2,063

流動資産合計 7,786,294 6,848,545

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 2,738,483

※1
 2,871,513

機械装置及び運搬具（純額） ※1，※2 
1,760,075

※1，※2 
1,747,957

土地 1,146,656 1,146,656

その他（純額） ※1，※2 
247,805

※1，※2 
238,898

有形固定資産合計 5,893,021 6,005,026

無形固定資産

のれん 14,724 18,405

ソフトウエア 31,557 22,165

その他 21,104 21,766

無形固定資産合計 67,386 62,338

投資その他の資産

投資有価証券 1,871,678 2,439,402

保険積立金 345,238 470,768

繰延税金資産 237,747 182,146

その他 60,858 69,462

貸倒引当金 △4,405 △4,407

投資その他の資産合計 2,511,117 3,157,371

固定資産合計 8,471,524 9,224,736

資産合計 16,257,818 16,073,282
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年２月28日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年８月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 92,275 78,126

未払金 422,093 352,715

未払法人税等 573,057 634,258

賞与引当金 179,641 180,519

その他 68,352 112,126

流動負債合計 1,335,419 1,357,747

固定負債

退職給付引当金 139,969 131,832

役員退職慰労引当金 207,420 284,160

その他 19,100 18,400

固定負債合計 366,489 434,392

負債合計 1,701,908 1,792,139

純資産の部

株主資本

資本金 908,592 908,001

資本剰余金 956,172 955,581

利益剰余金 13,931,868 13,156,839

自己株式 △765,935 △570,491

株主資本合計 15,030,696 14,449,930

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △148,850 △34,293

為替換算調整勘定 △325,935 △134,493

評価・換算差額等合計 △474,785 △168,786

純資産合計 14,555,910 14,281,143

負債純資産合計 16,257,818 16,073,282
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年９月１日
　至　平成21年２月28日)

売上高 4,507,608

売上原価 1,901,336

売上総利益 2,606,271

販売費及び一般管理費 ※
 1,011,621

営業利益 1,594,650

営業外収益

受取利息 29,556

受取配当金 3,062

補助金収入 6,180

その他 2,999

営業外収益合計 41,798

営業外費用

支払利息 93

為替差損 5,884

投資事業組合運用損 8,611

その他 1,491

営業外費用合計 16,082

経常利益 1,620,366

特別利益

保険解約返戻金 11,041

特別利益合計 11,041

特別損失

固定資産除却損 692

投資有価証券評価損 2,319

保険解約損 39,997

役員退職慰労金 30,670

特別損失合計 73,680

税金等調整前四半期純利益 1,557,727

法人税、住民税及び事業税 560,335

法人税等調整額 19,627

法人税等合計 579,963

四半期純利益 977,764
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年12月１日
　至　平成21年２月28日)

売上高 2,232,382

売上原価 976,861

売上総利益 1,255,520

販売費及び一般管理費 ※
 503,716

営業利益 751,804

営業外収益

受取利息 14,380

受取配当金 1,551

その他 891

営業外収益合計 16,822

営業外費用

支払利息 46

為替差損 5,684

投資事業組合運用損 5,818

その他 1,041

営業外費用合計 12,592

経常利益 756,034

特別利益

保険解約返戻金 11,041

特別利益合計 11,041

特別損失

固定資産除却損 68

投資有価証券評価損 109

保険解約損 39,997

特別損失合計 40,175

税金等調整前四半期純利益 726,901

法人税、住民税及び事業税 368,824

法人税等調整額 △97,421

法人税等合計 271,402

四半期純利益 455,499
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年９月１日
　至　平成21年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,557,727

減価償却費 503,094

のれん償却額 3,681

貸倒引当金の増減額（△は減少） 38

賞与引当金の増減額（△は減少） △878

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,552

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △47,407

受取利息及び受取配当金 △32,619

支払利息 93

固定資産除却損 692

投資事業組合運用損益（△は益） 8,611

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 2,319

売上債権の増減額（△は増加） △24,462

たな卸資産の増減額（△は増加） △240,117

その他の流動資産の増減額（△は増加） 79,279

仕入債務の増減額（△は減少） 14,777

未払金の増減額（△は減少） 48,987

その他の流動負債の増減額（△は減少） △38,019

保険解約損益（△は益） 28,955

役員退職慰労金 30,670

その他 7,453

小計 1,913,430

利息及び配当金の受取額 22,424

利息の支払額 △93

法人税等の支払額 △621,321

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,314,439

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入 100,000

投資有価証券の取得による支出 △141,561

投資有価証券の売却及び償還による収入 500,000

投資事業組合分配金による収入 4,000

有形固定資産の取得による支出 △500,821

無形固定資産の取得による支出 △13,505

保険積立金の積立による支出 △5,332

保険積立金の解約による収入 41,905

投資その他の資産の増減額（△は増加） 1,171

その他 △500

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,643
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（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年９月１日
　至　平成21年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入 1,182

自己株式の取得による支出 △195,444

配当金の支払額 △203,034

財務活動によるキャッシュ・フロー △397,297

現金及び現金同等物に係る換算差額 △25,452

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 877,044

現金及び現金同等物の期首残高 2,996,039

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 3,873,083
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成21年２月28日）

会計処理基準に関する事項の

変更

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

　　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原

価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、

主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法）により算定しております。

　　これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半

期純利益は、それぞれ21,517千円減少しております。

　　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

(2)「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　　第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に

関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決

算上必要な修正を行っております。

　これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半

期純利益に与える影響は軽微であります。

　

【追加情報】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成21年２月28日）

(有形固定資産の耐用年数の変更)

当社の機械装置については、従来、耐用年数を12年としておりましたが、第１四半期連結会計期間より７年に変更し

ております。この変更は、平成20年度税制改正における減価償却資産の耐用年数等に関する省令の改正を契機に、機械

装置の法定耐用年数を見直したことによるものであります。

　これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ74,537千円

減少しております。

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年２月28日）

前連結会計年度末
（平成20年８月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　         4,707,850千円

※２　圧縮記帳

過年度に取得した資産のうち、国庫補助金等によ

る圧縮記帳額は6,249千円であり四半期連結貸借対

照表計上額はこの圧縮記帳額を控除しております。

なお、その内訳は、工具器具備品等6,249千円であり

ます。

※３　四半期連結会計期間末日満期手形

四半期連結会計期間末日の満期手形の会計処理に

ついては、手形交換日をもって決済処理しておりま

す。

なお、当第２四半期連結会計期間末日は、金融機関

の休日であったため、次の満期手形が四半期連結会

計期間末日の残高に含まれております。

受取手形 3,953千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

4,301,222千円

※２　圧縮記帳

過年度に取得した資産のうち、国庫補助金等によ

る圧縮記帳額は6,249千円であり連結貸借対照表計

上額はこの圧縮記帳額を控除しております。

なお、その内訳は、工具器具備品等6,249千円であり

ます。

※３　連結会計年度末日満期手形

連結会計年度末日の満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当連結会計年度末日は、金融機関の休日で

あったため、次の満期手形が連結会計年度末日の残

高に含まれております。

受取手形 4,350千円
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（四半期連結損益計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成21年２月28日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。　

給料手当 131,897千円

広告宣伝費 69,030千円

賞与引当金繰入額 51,021千円

退職給付費用 12,974千円

役員退職慰労引当金繰入額 12,080千円

研究開発費 345,708千円

減価償却費 60,985千円

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年２月28日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。　

給料手当 65,602千円

広告宣伝費 27,767千円

賞与引当金繰入額 22,044千円

退職給付費用 6,797千円

役員退職慰労引当金繰入額 9,030千円

研究開発費 172,684千円

減価償却費 30,730千円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成21年２月28日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年2月28日現在）

　現金及び預金勘定 3,178,578 千円

　有価証券勘定 797,496 千円

　取得日から償還日までの期間が

3ヶ月を超える債券　
△102,991 千円

　現金及び現金同等物 3,873,083 千円
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（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成21年２月28日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成20年９月１日　至　

平成21年２月28日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　      　　 5,871,700株

　

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　 　　　　　115,896株

　

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。　

　

４．配当に関する事項

(1)配当金支払額　

　
決　議

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年10月7日

取締役会
普通株式 202,689 35 平成20年8月31日 平成20年11月11日 利益剰余金

(2)基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間　　

　　　　　　末後となるもの

　
決　議

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年3月13日

取締役会
普通株式 230,232 40 平成21年2月28日 平成21年5月7日 利益剰余金

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自平成20年12月１日　至平成21年２月28日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成20年９月１日　至平成21年２月28日）

当社グループは、医療機器の製造及び販売を業としており、単一事業を営んでおります。従って、当該事業以外

に事業の種類がないため、該当事項はありません。

【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年12月１日　至　平成21年２月28日）

 
日本
（千円）

アジア
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 2,232,382 ― 2,232,382 ― 2,232,382

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
― 136,681 136,681 (136,681) ―

計 2,232,382 136,681 2,369,063 (136,681) 2,232,382

営業利益 738,476 15,243 753,720 (1,915) 751,804

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年９月１日　至　平成21年２月28日）

 
日本
（千円）

アジア
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 4,507,608 ― 4,507,608 ― 4,507,608

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
― 280,718 280,718 (280,718) ―
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日本
（千円）

アジア
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

計 4,507,608 280,718 4,788,326 (280,718) 4,507,608

営業利益 1,569,261 29,892 1,599,154 (4,503) 1,594,650

　（注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

アジア……ベトナム、ミャンマー

３．会計処理の方法の変更

　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」(１)に記載のとおり、第１四半期連結

会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用して

おります。

　これにより、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益が、日本で21,517千円

減少しております。

【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年12月１日　至　平成21年２月28日）

 北米 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 198,973 467,859 636,112 169,363 1,472,309

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － － 2,232,382

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占め

る割合（％）
8.9 21.0 28.5 7.6 66.0

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年９月１日　至　平成21年２月28日）

 北米 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 391,564 991,536 1,230,981 415,941 3,030,023

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － － 4,507,608

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占め

る割合（％）
8.7 22.0 27.3 9.2 67.2

　（注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

北米………………米国、カナダ、メキシコ

欧州………………スペイン、ドイツ、フランス他欧州諸国

アジア……………中国、インド、台湾他アジア、中近東諸国

その他の地域……ロシアを含む上記地域以外の諸国

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。
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（有価証券関係）

　

　当第２四半期連結会計期間末（平成21年２月28日現在）

　その他有価証券で時価のあるものが、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の

末日に比べて著しい変動が認められます。

 取得原価（千円）
四半期連結貸借対照表
計上額 （千円）

差額（千円）

(1)株式 598,300 620,733 22,432

(2)債券    

国債・地方債等 3,000 3,001 1

社債 301,044 300,744 △300

その他 1,150,894 881,256 △269,638

(3)その他 － － －

合計 2,053,240 1,805,735 △247,504

（注）表中の「取得価額」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当第２四半期連結累計期間において、その他有価証

券で時価のある株式のうち著しく時価が下落したものについて時価まで減損処理を行い、投資有価証券評価損2,319

千円を計上しております。

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年２月28日）

前連結会計年度末
（平成20年８月31日）

１株当たり純資産額 2,528.91円 １株当たり純資産額 2,466.04円

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成21年２月28日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年２月28日）

１株当たり四半期純利益金額 169.32円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
168.18円

１株当たり四半期純利益金額 79.09円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
78.57円

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。
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当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年９月１日
至　平成21年２月28日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年12月１日
至　平成21年２月28日）

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益（千円） 977,764 455,499

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 977,764 455,499

期中平均株式数（千株） 5,774 5,759

　   

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（千株） 39 38

　（うち新株予約権（千株）） (39) (38)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

―――――――　 ―――――――　

（重要な後発事象）

　当社は、平成21年４月６日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同

法第156条の規定に基づき、自己株式を買い受けることを決議いたしました。

１．取得の理由

　　経営環境の変化に対応し、資本政策の一環として自己株式を取得するものであります。

２．取得の内容

　　(1) 取得する株式の種類　　　普通株式

　　(2) 取得する株式の総数　　　88千株(上限）

　　　　 　　　　　　　　　　　(発行済株式総数に対する割合　1.5％）

　　(3) 株式の取得価額の総額　　700百万円(上限）

　　(4) 自己株式取得の日程　　　平成21年４月７日から平成21年６月24日まで

２【その他】

　(剰余金の配当）

　当社は、平成21年３月13日開催の取締役会において、剰余金の配当を行うことを次のとおり決議いたしました。

　①配当金の総額　　　　　　 　230,232千円

　②１株当たり配当金額　　 　　　　 　40円

　③基準日　　　　　　　　平成21年２月28日

　④効力発生日　　　　　　平成21年５月７日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年４月８日

マニー株式会社

取締役会　御中

監査法人トーマツ

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 松田　道春　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 鎌田　竜彦　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 髙橋　正勝　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているマニー株式会社の平

成20年９月１日から平成21年８月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成20年12月１日から平成21年２

月28日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年９月１日から平成21年２月28日まで）に係る四半期連結財務諸表、

すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、マニー株式会社及び連結子会社の平成21年２月28日現在の財政状態、同日

をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲には、ＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。

EDINET提出書類

マニー株式会社(E02340)

四半期報告書

28/28


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１生産、受注及び販売の状況
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態及び経営成績の分析

	第３設備の状況
	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	（１）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	（３）ライツプランの内容
	（４）発行済株式総数、資本金等の推移
	（５）大株主の状況
	（６）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２株価の推移
	当該四半期累計期間における月別最高・最低株価

	３役員の状況

	第５経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	（１）四半期連結貸借対照表
	（２）四半期連結損益計算書
	第２四半期連結累計期間
	第２四半期連結会計期間

	（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更
	追加情報
	注記事項
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

